
検査･画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料について

厚生労働省 平成28年度診療報酬改定の概要（2016年3月4日版）
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検査･画像情報提供加算

診療情報提供書を書面で提供し、本システムを通じて検
査結果、画像情報、退院時要約等を提供した場合、
退院患者では２００点、その他の患者では３０点を加算
できる。

電子的診療情報評価料

診療情報提供書を書面で受けた患者に係る検査結果、画像情
報、退院時要約等のうち主要なものについて、本システムを
通じて閲覧し、その要点を診療録に記載した場合、１回の診
療情報提供に対し１回に限り３０点加算できる。
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施設基準を満たします。
(HPKI電子署名は紙での算定とするため除外)
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紹介状＋検査結果＋画像が算定要件です。

厚生労働省 平成28年度診療報酬改定の概要（2016年3月4日版）
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ICT加算 施設基準対応状況

書面の診療情報提供書＋検査結果＋画像情報が算定条件となっています。

※検査･画像情報提供加算の退院時加算には退院時要約が必要となります。
※画像診断所見のみでの算定不可となります。
※判定基準の詳細については、四国厚生支局にご確認ください。

No. 施設基準
小規模医療機関
情報システム

備考

1 診療情報提供書を電子的に提供する場合は、HPKIによる電
子証明を施すこと

－ 書面での算定とするため除外

2 患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能な
ネットワークを構築すること

〇 ガイドラインに準拠したSSL/TLS1.2＋クライアント証
明書による通信を採用し、ネットワークを構築

3 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」（平成25年10月）を順守し、安全な通信環境を確
保すること

〇 ガイドラインに準拠したSSL/TLS1.2＋クライアント証
明書による通信を採用し、安全な通信環境を確保

4 保健医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理
など、個人情報の保護を確実に実施すること

〇 利用者IDは個人単位に付与し、患者データは個人単位で
格納していて、同意患者のみを閲覧する仕組み

5 厚生労働省標準規約に基づく標準化されたストレージ機能
を有する情報蓄積環境を確保すること

〇 情報提供された情報は、本システム上にSS-MIX2形式で
保存する仕組み

6 情報の電子的な送受信に関する記録を残していること
（ネットワーク運営事務局が管理している場合は、随時取
り寄せることができること）
➢ 情報提供側：提供した情報の範囲及び日時を記録
➢ 情報受領側：閲覧情報及び閲覧者名を含むアクセスログ

を１年間記録

〇 アクセスログは、かがわ医療情報ネットワーク協議会事
務局に問い合わせし、取得可能
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ICT加算の届け出

➢ ICT加算関連の算定を受けるためには、
施設基準の届出が必要になります。

➢ 保険医療機関等の所在地を管轄する地方
厚生局へ届出が必要となりますのでご注
意願います。

（記入例）

かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）

参加施設の中で情報提供している患者数が
多い施設名をご記入ください

かがわ医療情報ネットワーク協議会 事務局
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町７３番４号 香川県医師会会館

インターネット、クライアント証明書
SSL/TLS1.2


